
誘導施設別の都市機能誘導区域

　　　　　※都市機能誘導区域の詳細については、別途「都市機能誘導区域詳細図」をご確認ください。
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都市機能誘導区域外に誘導施設を有する開発行為や建築行為を行う場合は、届出が必要です。

また、都市機能誘導区域内であっても各誘導施設により、次のとおり届出の要否が異なります。

誘導型の区域内で当該誘導施設を有する開発・建築行為を行う場合は、届出が不要です。

補完型の区域内で当該誘導施設を有する開発・建築行為を行う場合は、届出が不要です。

維持型の区域内で当該誘導施設を有する開発・建築行為を行う場合は、届出が必要です。

ただし、既存の誘導施設の建替えや同じ区域内での移動の場合は、届出が不要です。
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　○商業施設
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生鮮食品を取扱う小売店舗

（店舗面積：1,000㎡超）

百貨店・総合スーパー等

（店舗面積：5,000㎡以上）



　○子育て施設
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公立認定こども園

地域子育て支援拠点施設

一時預かり機能がある施設

地域文化交流センター
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